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【要 旨】
児童相談所における障害相談件数や児童発達支援等を利用する子どもの人数が増加して

いる．また，子ども家庭庁は令和６年度に児童発達ガイドラインを改訂し，児童発達支援
における「５領域」を示すとともに，事業者に対して支援内容の公表を求めており，障害
児支援の量的及び質的ニーズの拡充が求められている．さらに，障害分野に限らず医療・
福祉・保健分野では，地域共生社会の実現に向けた取り組みが推進され，地域社会におけ
る他機関・他専門職との連携が図られている．
本研究ではこの状況を踏まえ，児童の生活機能を分類化し，「共通認識」や「共通理解」

を促進するために開発された ICF-CYについて情報を整理するとともに，発達障害児へ
の支援におけるアセスメントに活用する方法について考察する．
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１．はじめに

令和４年度における児童相談所への相談件数
は，５６万６，０１３件にのぼり，そのうち障害相談
は１８万６，２９９件，３２．９％１）を占めている．また，
児童発達支援や障害児入所施設を利用している
子どもは全体で約５０万４，０００人にのぼり，その

中でも在宅において支援を受ける子どもたちが
約５０万１，０００人（約９９％）２）に達している（表１）．
さらに，児童発達支援を利用する子どもの１か
月平均は平成２４年度の４万７４人，平成２９年度９
万２，６５７人，令和３年度１３万６，４２２人３）と増加の
一途をたどっており，児童発達支援の量的ニー
ズは急激な高まりをみせている．
そんな中，子ども家庭庁は児童発達支援ガイ
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ドラインの改訂を実施し，子ども基本法やこど
もの権利条約，障害者の権利に関する条約の内
容を踏まえ，「こどもの最善の利益の保障」４）の
重要性を示している．
特に，「本人支援」では，「健康・生活」「運

動・感覚」「認知・行動」「言語・コミュニケー
ション」「人間関係・社会性」の５領域が示さ
れ，「包括的かつ丁寧に子どもの発達段階や特
性に応じた支援の提供と全てのこどもに５領域
の視点を網羅したオーダーメイドの支援」５）を
おこなうことを求めている．令和６年４月から
は児童発達支援事業及び放課後等デイサービス
の運営基準において，支援プログラムの作成及
び公表（公表方法及び公表内容を都道府県に届
け出ること）が定められ，質的ニーズの充実が
図られることとなった．
在宅で過ごす障害児は児童発達支援のサービ

スのみならず，地域の保育園や幼稚園，認定こ
ども園，小学校にも並行して通っている．それ
ぞれの施設・機関には，「保育所保育指針」や
「幼稚園教育要領」「学習指導要領」があり，
障害児に対する保育・教育の指針が示されてお
り，各々の専門性と独自性を活かした支援が実
践されていることからも児童発達支援における
ガイドラインの改訂は専門性，独自性の確立に
つながる．
その一方で，国は地域包括ケアシステムの構

築を目指し，「地域共生社会」の実現に向けた
取り組みを推進している６）．発達障害児に対す

る支援についても，各施設や機関が「共通認識」
をもち，個別の利用者について「共通理解」を
図り，「連携」することは地域共生社会の実現
に向けて重要な課題である．
しかし，今回示された児童発達支援の５領域

ひとつとってみても，保育所等と必ずしも一致
しない．また，小学校以降の教育，卒業後の進
路まで含めた彼らの人生を考えると地域共生社
会を実現するためには，「共通認識」「共通理
解」「連携」といった支援体系の一貫性を図る
ための工夫が求められる．筆者は継続的に小関
らの実践研究に参加しているが，他専門職，他
機関との連携には課題があり，特に進学時の課
題は保護者の大きな悩みとなっている．また，
個別のかかわりについて見てみると一人ひとり
の子どもの理解について援助者間で共通の認識
を図っているが，それを保護者や他専門職に共
有することは援助者それぞれの力量に任されて
いるところがある．特にアセスメント時の子ど
ものとらえ方によっては支援の方向性の違いが
生じ，ひいては子どもの成長や保護者の不安に
つながることがあるためより慎重な議論と共通
認識・理解，連携が必要となる．
そこで，本研究では，このような状況を踏ま

え，世界保健機関（World Health Organiza-
tion）が人々の生活機能に関する共通認識や共
通理解を図るツールとして開発した ICF-CY
（International Classification of Functioning,
Disability and Health-Children & Youth Ver-

事業種別 利用者数（人） 施設・事業所数（か所）

児童発達支援 １７１，４０８ １１，１３２

医療型児童発達支援 １，７４５ ８８

放課後等デイサービス ３０９，３０３ １９，６８７

保育所等訪問支援 １８，２３４ １，６３９

居宅訪問型児童発達支援 ３４９ １１４

福祉型障害児入所施設 １，３２３ １８１

医療型障害児入所施設 １，７８０ １９７

合計 ５０４，１４２ ３３，０３８

表１ 「児童発達支援に係る給付 （R５年２月サービス提供分）」
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sion），（日本語訳：国際生活機能分類－小児・
青少年に特有の心身機能・構造，活動等を包
含－）について取り上げ，発達障害児支援にお
ける ICF-CY活用に向けて情報を整理する．
また，その課題を明らかにするとともに，発達
障害児支援の中でも特に重要な段階であるアセ
スメントにおける ICF-CY活用の有用性を検
討することを目的する．

２．方法

文献資料をもとに ICF-CY作成の背景や目
的，構成要素について整理するとともに，
ICF-CYの基礎をなすソーシャルワークのモ
デルと臨床ソーシャルワークの関連について検
討する．また，発達障害児への ICF-CY活用
に向け，その課題を明らかにするとともに，筆
者が参加する実践研究の支援会議におけるアセ
スメントにおいて ICF-CYを活用し，その有
用性を検討する．

３．倫理的配慮

実践研究にあたり，筆者が実践研究に参加す
る趣旨について説明し，同意を得ている．ま
た，研究論文等にまとめる際には，個人情報保
護の観点から個人が特定されることを防ぐた
め，氏名等の情報を公表しないこと，全ての情
報は研究目的以外の利用をしないことを説明
し，同意を得ている．この調査は別府大学・別
府大学短期大学部研究倫理審査委員会の承認を
得て実施された．

４．ICF-CYについて

（１）ICF-CY作成の背景と目的
ICF の目的は「障害」の有無にかかわらず，

「全ての人の生活機能」を分類化し，臨床家，
教育者，政策決定者，家族，本人，研究者が専
門・政府部門・国境を越えて利用できる「共通
言語」として活用することにある．佐藤は「ICF
は普遍的・包括的な性質はもっているものの，

小児から青年期の児童の成長し発達する性質を
十分に詳しく記録するには不足している」との
指摘があったと報告している．また，「ICFは
ある一時点の生活機能や背景因子をみてその相
互作用を推測するものである．時間の経過とと
もに変化，発達，成長する側面を測定する装置
を含んでいない．変化を見るには異なる時点の
評価を比べることになる」と述べている７）．こ
れらの指摘にもあるように子どもの特徴である
「成長・発達」に伴う多様な生活機能の変化に
対応できる枠組みの必要性が求められることと
なり，ICF-CYの作成に至った．
ICF-CYの目的は児童（１８歳まで）を対象

として，児童特有の成長・発達の側面を考慮し
ながら，「全ての人の生活機能」を分類化し，
専門・政府部門・国境を越えて利用できる「共
通言語」としての役割をもつことである．また，
ICF-CYが共通言語ととしての役割をもつこ
とは，医療のみならず，児童にかかわる全ての
生活場面（教育，福祉，保健，政策・制度の策
定）で子どもの支援をおこなう際に，共通の枠
組みを示すとともに，支援内容の理解や連携が
進むことも期待されている．

（２）ICF-CYの構成要素
ICF-CYの構成要素は ICFと同様のものと

なっており，「健康状態」「生活機能」「背景因
子」によって構成されている．「生活機能」は
①心身機能・構造，②活動と参加によって構成
され，「背景因子」は環境因子，個人因子から
構成されている．また，障害などの定義がなさ
れている．以下，ICF-CYからそれぞれの概
略を抜粋する８）．
－生活機能の構成要素－
１）心身機能・身体構造
心身機能とは，身体系の生理的機能（心理的

機能を含む）である．身体構造とは，器官・肢
体その構成部分などの，身体の解剖学的部分で
ある．これらは２つの別々のセクションに分け
て分類されている．これらの２つの分類は並行
的に使うようにできている．例えば，心身機能
に「視覚機能」のような基本的な感覚を含み，
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それに対応する身体構造として「目及び関連部
位の構造」がある．
２）活動と参加
活動とは，課題や行為の個人による遂行のこ

とである．参加とは，生活・人生場面へのかか
わりのことである．活動と参加の領域は，単一
のリストとして示されており，それは「注意し
て視ること」や「基本的学習」から，「対人関
係」や「雇用」といったような複雑な領域にま
でいたる．全ての人生・領域をカバーしている．
－背景因子－
環境因子・個人因子
環境因子は，人々が生活し，人生を送ってい

る物質的な環境や社会的環境，人々の社会的な
態度による環境を構成する因子である．この因
子は個人の外部にあり，その人の社会の一員と
しての実行状況，課題や行為の遂行能力，心身
機能・構造に対して，肯定的な影響又は否定的
な影響を及ぼしうる．
個人因子とは，個人の人生や生活の特別な背

景であり，健康状態や健康状況以外のその人の
特徴からなる．これには性別，人種，年齢，そ
の他の健康状態，体力，ライフスタイル，習
慣，生育歴，困難への対処法，過去及び現在の

経験，個人の心理的資質など多岐にわたる．個
人因子は ICF-CYに含まれないが，この因子
の関与は，様々な介入の結果にも影響しうる．
－障害など－
１）機能障害（構造障害を含む）
著しい変異や喪失といった，心身機能又は身

体構造の問題である．ある健康状態の一部で
あったり，その一つの表れであったりする．し
かし必ずしも病気が存在しているとか，その人
を病人とみなすべきだということを示すもので
はない．
２）活動制限と参加制約
活動制限は，個人が活動をおこなうときに生

じる難しさのことであり，参加制約は個人が何
らかの生活・人生場面にかかわるときに経験す
る難しさのことである．
WHOは様々な構成要素間の相互作用につい

て図１９）のように視覚化しており，これらをも
とに ICFの利用者がそれぞれの創造性と科学
的志向により活用することを期待している．

（３）ICF-CYとソーシャルワークの視座
ICF-CYはソーシャルワークの「医学モデ

ル」と「社会モデル」が統合されたものと理解

図１ 構成要素間の相互作用
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されている．発達障害児を例にとると「医学モ
デル」では障害の原因を個人にあるとしてとら
えている．そのため対象となる子どもへのかか
わりは「治療的側面」をもつこととなり，人格
の変容や障害の治癒に焦点が置いたかかわりが
中心となる．そのため，環境要因や個人因子と
いった背景因子は限定的な要素となっている．
一方で「社会モデル」は障害を個人と社会の

間に生じているものとして理解し，その原因を
個人のみに求めるのではなく，社会によって作
られたものとして理解する．この考えはノーマ
ライゼーションの理念を土台としており，誰も
が当たり前の生活を送ることができるように保
障されるべきであるとの立場をとっている．
ICF-CYは先述した「身体構造・機能」「個

人因子」において「医学モデル」の視点を含ま
せ，「参加」「活動」「環境因子」の視点から「社
会モデル」の視点を保つことによって「医学モ
デル」と「社会モデル」の統合を図り，あらた
な視点である「生物・心理・社会モデル」を提
唱している１０）．
この考え方は我が国の発達障害者の定義にも

みることができ，発達障害者支援法において
「発達障害及び社会的障壁により，日常生活又
は社会生活に制限をうけるもの」１１）と規定され
ている．社会的障壁といった視点が含まれてい
ることにより，本人と社会の間に障害が存在
し，そのことにより制限をうけることが示され
るとともに個人及び社会へのはたらきかけによ
り，障害の軽減又は解決を図ることが示されて
いる．
また，ICF-CYは構成要素や分類はその多

くが「肯定的表現」を取っているという点であ
る．ICF-CYでは「障害」（課題や問題，マイ
ナスの原因）のみを切り離してみるのではなく，
通常の生活機能を理解するという視点に立つこ
とを意味しており，ICF-CYの根幹をなす理
念である．このことから ICF-CYは全ての人
の「生きることの全体像」を示すモデルとされ
る．

５．ICF-CYの活用に向けた検討

（１）臨床ソーシャルワークを土台とした実践
研究の理念

筆者は小関らの主催する実践研究に継続的に
参加している．彼らの実践研究の理念には臨床
ソーシャルワークがあり，その理念を体現する
方法として「感覚運動調整療法」「随意運動プ
ログラム」といった発達支援プログラムが用意
されている．ここでは臨床ソーシャルワークの
理念について整理する．
臨床ソーシャルワークの系譜について米村

は，メアリー・リッチモンド（Richmond, M. E）
によるケースワークの体系化とその後のアメリ
カにおける診断主義ケースワークまでさかのぼ
り，フローレンス・ホリス（Hollis, F）が提唱
した「心理社会的アプローチ」がのちに，臨床
ソーシャルワークと呼称されることとなったと
述べている１２）．
このケースワークの歴史的発展の中で，対象

となる「人」のとらえ方は，問題・課題の原因
を利用者にあるととらえ，治療の対象とする
「医学モデル」の考え方から，問題や課題は，
利用者と環境との関係性の中に問題の原因があ
るとする「社会モデル」への転換が図られた．
特に「心理社会的アプローチ」における「状況
の中の人」「人と状況の全体の関連性」をとら
える視点は臨床ソーシャルワークのみならず，
ソーシャルワークの根源的な理念となってい
る．
社会モデルにおいて ICF-CYに用いられて

いるソーシャルワークの視座で前述したよう
に，障害は主として社会によって作られた問題
とみなす．障がいは個人に帰属するものではな
く，その多くは社会において作り出されたもの
だとされる．そのため，支援は「本人・家族」
「社会」「本人・家族と社会との関係」に実施
されることとなり，これらにかかわるソーシャ
ルワーカーは問題・課題を解決するための理
念・知識・方法・方策（制度など）をもつ必要
がある．
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臨床ソーシャルワークは「第一に，個人，家
族，グループとともに，彼らのために，専門的
に訓練されたソーシャルワーカーたちによる実
践を意味する．臨床ソーシャルワーカーたち
は，心理社会的変化をもたらすために，そし
て，社会的資源への接近を増やすために，クラ
イエントとともに働く，彼らはクライエントの
経験への直接的接触から得られる知識をもち，
そこから得られた臨床ソーシャルワークのユ
ニークなパースペクティブをもたらしながら，
ソーシャルアクションのようなソーシャルワー
クの他の実践様式に，他のソーシャルワーカー
たちとともに，参加する」１３）と定義されている．
この定義において特に重要な視点は，心理社

会的変化のための知識はクライエントへの直接
的接触から得られるということである．これら
の理念をもとに発達障害児への支援を考えると
次のような視点をもつことができる．
－発達支援における臨床ソーシャルワークの視
点－
１）利用者の経験への直接的接触
・現在に至るまでの発達の過程を理解する（成
育歴，生活歴，母子手帳）

・現在の子どもの状況についてかかわりを通し
て理解する（Primary care）

２）直接的接触から得られた知識をもとに支援
を実施する

・一般的な障がいの特徴と個々人の障がいの特
徴を理解し，支援の計画を立てる

・実際の支援を提供し，実践の中で支援の方法
を変化させていく

・保護者，社会資源など子どもを取り巻く環境
に働きかける
以上のような視点をもとに障がいを有する児

童への支援は実施される必要があり，その支援
の目的は障がいを有する児童の人生を拓くこと
に集約される．
この理念をもとに障がいを有する児童の発育

歴（医学モデル的視点）と生活歴（社会モデル
的視点）から本人の能力と課題を抽出し，直接
的に発達障害児の発達に資する発達支援プログ
ラムを提供する．また，その子どもの家族に対

して子育てやしつけの方法，学校との関係など
側面的な支援を実施している．

（２）ICF-CY活用の課題
実践研究には様々な発達障害児が参加する．

主な症状の傾向から推察される障害は自閉症ス
ペクトラム，注意欠陥・多動性障害，限局性学
習障害，コミュニケーション障害などが挙げら
れる．
これまで述べてきたように ICF-CYは全て

の子どもたちの生活機能全般を評価するツール
として開発されたものであるが，発達障害児に
かかわる際には使用に際し十分な検討が必要と
なる．その理由は，発達障害の原因は「脳の機
能障害」にあることはわかっているがその症状
の現れ方は多岐にわたり，症状としての行動で
あるのか，本人の意思による行動であるのか判
断がつきにくい場合や活動・参加においては一
般的な発達段階にばかり目を向けてしまうとマ
イナスの面ばかりが強調され，彼らの能力がな
いがしろにされてしまう恐れがあるからである．
実践研究においては長年の研究から開発した

「感覚運動調整療法」を基盤とした「随意運動
プログラム」が提供されている．このプログラ
ムを提供するにあたり，子どもの状況を理解す
るためのインテークやアセスメントが重要とな
るが，この点においても前述のような課題があ
る．例えば，自閉症スペクトラムの子どもには
固執（こだわり）が症状の一つとして現れるこ
とがある．実際に保護者にアセスメントを実施
すると「この子はチョコレートが好きで毎日食
べています」「車が好きで布団のそばに並べて
遊んでいます」「同じ道を通らないと機嫌を損
ねてしまうので保育園の通園は必ず同じ道を通
ります」などといった言葉を耳にしてきた．
特に「○○が好き」と語る保護者はその行動

を症状としてみているのではなく，子どもの主
体的な感情の表れだと感じており，治療の対象
として認識していないことがある．しかし，専
門職からみるとそれは明らかな症状の表れであ
り，かかわり方をかえなければその症状は助長
され，改善したいと保護者が思う頃には手が付
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けられなくなってしまうことがある．
このことについて独立行政法人国立特別支援

教育総合研究所は軽度発達障害児に ICFのモ
デルからかかわる際の問題点について「心身機
能の障害が軽度なので，活動制限や参加制約が
発見されにくく，困難さが認められず，単なる
個人の努力不足と誤解され，周囲から理解され
にくい」１４）と説明している．また，軽度発達障
害は健康状態のカテゴリーにおいて診断名がつ
かないために「様子をみましょう」と判断され
てしまうことがあると問題点を指摘し，障害名
がつかないと支援ができない「医学モデルの限
界」としてとらえていることは特筆すべき点で
ある．
これらの問題点を解決する視点として①心身

機能・構造において「どういうことができない
のか」を理解する，②どのような「活動制約」
があるのか理解する，③どのような「参加制限」
があるのか理解し，課題を見極めることの重要
性が強調されている．また同時に軽度発達障害
児の二次障害を予防するためには環境因子を重
視し，「学校や園の受け入れ態勢」「地域の支援
体制」「関係者の態度」の改善を図ることが重
要であるとしている．これらの視点は「社会モ
デル」の視点であることは前述したとおりであ
り，「医学モデル」の限界を補うことにより
ICF-CYが固有性をもったモデルであること
を意味している．
これらのことを踏まえると，発達障害児を理

解する際に ICF-CYを活用し，評価するには
専門的な知見を有し，訓練を受けたものが実施
する必要があると考える．

（３）ICF-CY活用に向けたアセスメントと
Primary care について

発達障害児支援において特に重要な段階はア
セスメントであり，子どもの状態や状況をいか
に正しく理解できるかが鍵となる．その理由は
前述してきたとおりのことであり，アセスメン
トによって，診断名がつかないと支援できない
状況が生じたり，子どもの代弁者である保護者
の感じ方によって支援につながらなかったりす

ることを防ぐためである．
このことを解決する方法として，臨床ソー

シャルワークの視点で述べた「利用者の経験へ
の直接的接触の視点」からとらえることを提案
したい．前述したようにこの視点では①現在に
至るまでの発達の過程を理解する（成育歴，生
活歴，母子手帳）と現在の子どもの状況につい
てかかわりを通して理解する（Primary care）
の２つがある．実践研究では，これまでの成育
歴や生活歴はカウンセリングをもとに保護者か
ら聞き取ったり，母子手帳を確認しながら
チェックシートに記入してもらったりするなど
して把握している．
これまでの実践研究の課題は「現在の子ども

の状況について理解し，共通理解を図る」とい
うことであった．ここでは，Primary care の
視点から ICF-CY活用のためのアセスメント
の方法について検討する．
Primary careは医療分野において使用される

ことが多い用語であるが，その意味には「患者
が最初に接するケアの段階．適切に診断処置さ
れ，また以後の療養の方向性について正確な指
導を与えられることを重視する」１５）といった意
味がある．ICF-CYでは「心身機能・身体構
造」において同様の考え方が示されている．こ
のことを発達障害児のアセスメントに置き換え
ると「子ども一人ひとりの状況を生活機能と背
景因子からとらえ，能力と課題を明らかにす
る」ことといえる．実践研究においてはこの
Primary care のために参加する全ての子ども
に対して初期に提供する随意運動プログラムを
開発し提供している（図２）．
このプログラムの基礎理論である「感覚運動

調整療法」や「随意運動」については小関らの
先行研究を参考としている．また，「感覚運動
調整療法」に欠かせない視点が，子どもとの信
頼関係の構築である．小関は子どもとの関係に
ついて「援助を受ける発達障害児が，生の意識
に目覚めることを第一の目標にすべきである．
生の意識に目覚めるということなしに，発達は
あり得ない．全ての人間が生を自覚するには，
喜びや満足という高度な情緒的な要素を伴った
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他の人間存在と交流したときである」１６）と述べ
ており，いかなる療育も子どもに対する絶対的
な愛情と信頼関係がなければマイナスの効果を
生み出してしまうと強調している．

６．考察

発達クリニックにおいて上記のような Pri-
mary care を目的とした随意運動プログラムを
子どもたちに提供した．子どもの中には当初，
手を握られることを嫌がったり，泣いたりする
姿がみられ，プログラムへの導入もままならな
い状況が見られた．このことからまずは子ども
と支援者の信頼関係構築が重要であると判断
し，室内を一緒に歩いて回ったり，手を握り，
優しくリズムをかけながら，軽く振ったりする
といったかかわりをもった．その後子どもをプ
ログラムに導入するとプログラム①では歩くこ
とはできるが，視線が次の巧技台に向けられて
おらず，目標を認識していないことがわかっ
た．また，巧技台をジグザグに置くと変更前の
位置に足を置こうとするなど環境の変化に対応
できていない様子が見られた．
プログラム②では梯子の枠の中に足を入れる

ことが難しく，枠のふちに足を置く行動が見ら
れた．これらの行動は自閉症スペクトラムの症
状の一つとして臨床研究の経験から理解されて
いたことであり，一つの課題として理解するこ
とができた．
プログラム③ではボールのやり取りを保護者

や援助者と実施した．ボールを転がし，徐々に
追視する様子がみられ，他者に対する関心や物
に関する認識があることが理解された．ボール
を転がす際に「１・２・３」のリズムで転がす
ように課題を設定すると最初は困難さを感じて
いたが徐々に適応する姿が見られた．その他，
ジャンプを伴うプログラムを提供するとリズム
をとることが難しかったり，保護者とリズムを
合わせたりすることに困難があることがわかっ
た．
実践研究の Piramal care の段階においては，

その他にもグループワークを基本とした遊びや
上肢と下肢の連動した運動，方向性を意識でき
る運動を含んだプログラムを実施し，子どもた
ちの今ある姿を客観的に把握する努力をしてい
る．これらの内容について ICF-CYの項目に
そって観察の視点をまとめたものが表２であ
る．

図２ Primary care におけるプログラムの例
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ICF-CYをアセスメントに活用してみると，
これまで曖昧としてきた内容を明らかにするこ
とができるとともに，援助者としての観察の視
点が養われることとなった．例えば，ボールを
使ったプログラムでは，「追視」が確認される
が，これについて ICF-CYの項目に分類する
と，①「目に付属する構造の機能，見当識機能
（心身機能・身体構造）」，②「注意して視るこ
と，模倣，話し言葉の理解，姿勢の保持（活

動・参加）」，③「家族の態度，対人サービス提
供者の態度」といった項目に分類することがで
きる．
実際に支援会議を実施する際には「追視がで

きる」とのみ報告していたことが，母親との関
係や言葉の理解ができること，見当識機能の理
解があり家族とそれ以外を認識していることな
どを報告するに至った．このことにより，保護
者へのカウンセリングにおいては，意識的に子

心身機能／身体構造
機能障害（構造障害）

b１１４ 見当識機能
保護者の手を握ったり，駆け寄ったりする行動がみられるか．
b１３０ 活力と欲動の機能
Primary care におけるプログラムに対し動機付けに困難があるか．
b１５２ 情動機能
新しい場所，プログラムに対し不安を示すことがあるか．
不安から泣いたり，パニックになったりするか．
年齢に比して情動の幅が大きく，長時間にわたることがあるか．
b２１５ 目に付属する構造の機能
ボールを使用したプログラムにおいて追視運動が確認できるか．
b２６０ 固有受容覚
プログラム内において静止行動をとることができるか．

活動／参加
活動制限
参加制約

d１１０ 注意してみること
プログラム内においてボールを追視することがみられるか．
保護者の姿を探すなどの行動がみられるか．
d１３０ 模倣
保護者や支援者がモデルを示すが模倣する姿がみられるか．
d２１０ 単一課題の遂行
プログラムの遂行ができるか．
その時々の状況が影響するか．
d３１０ 話し言葉の理解
人の声への反応がみられるか．
d３３０ 話すこと
言葉を発することはできるか．
d４１５ 姿勢の保持
ボールを転がす際の姿勢の保持に困難があるか．
d４５０ 歩行
通常の歩行に課題はないか．
梯子の中に足を入れるなどの目的歩行になるとふらつきや別の場所に足を入れるなどの行
為がみられるか．

環境因子 e３１０ 家族 e４１０ 家族の態度
保護者を認識し，指を指して教えたり，一緒に遊んだりする姿がみられ愛着関係が結ばれ
ているか．
家族の態度は受容的であるか．
e３４０ 対人サービス提供者 e４４０ 対人サービス提供者の態度
新しい関係づくりにお互いが苦労しているか．
支援者は受容的な態度を示すとともに訓練に基づく身体接触などを基本としたかかわりを
心がけているか．

個人因子 子ども同士の集団生活の経験はあるか．
支援者など身近な人以外とのかかわりに強い不安を感じるか．
心理的資質として他者に対する信頼や愛情があるか．
プログラムに対する意欲がみられるか．

表２ Primary care から抽出した情報（ICF-CY項目別）
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どもの能力（例：母親と支援者を区別できる＝
人見知りや愛着関係）について伝えることが可
能となるほか，今後の発達支援に向けた目標の
設定や解決のための方法，さらには子育てにお
ける工夫についてアドバイスするなどの支援に
向けた検討が実施されることとなった．

７．まとめ

ソーシャルワーク実践を含め子どもにかかわ
る際のアセスメントの重要性は言うまでもない
が，発達障害児支援に関してはその重要性はさ
らに高まると言える．今回の事例についても発
達チェック表の提出や保護者へのカウンセリン
グから多くの情報を得ているがそれはあくまで
も保護者の視点からであり，主観的な思い（障
害の受容や子どもへの愛情，不安など）が含ま
れている．また，保護者は支援の専門職ではな
いため専門的な知識をもっているわけではな
い．そのため，発達支援にかかわる専門職は保
護者の思いを汲み取りながらも子どもの成長・
発達に必要な情報を正しく理解することの重要
性が明らかとなった．
本研究では実際の事例をもとに実証に基づい

たアセスメントの方法として Primary care に
おけるプログラムとその評価方法として ICF-
CYの活用について検討を行った．その結果こ
れまでは「追視ができる」という報告のみに含
まれていた様々な情報を明らかにすることがで
き，あらたな支援の発想に至った．
このように，各専門機関はそれぞれの機能や

専門性を活かし，子どもたちの状態や状況を理
解するためのプログラムをもち発達障害児やそ
の保護者の支援にあたることが重要になる．特
に今後，発達障害児を含めた地域共生社会の推
進が図られるのであれば，それぞれの専門機関
や施設はその独自性と固有の専門性を発揮する
とともに，実証に基づいたアセスメントをおこ
ない「共通認識・理解」「連携」を図ることが
求められることからも ICF-CY活用に向けた
取り組みの意義は高まると考える．
今後の課題の一つは，ICF-CYの分類項目

は約４，６００項目ある．今回はアセスメントにお
いて特に重要な部分のみを抽出したがより正確
な判断をするには多くの時間を割き情報の整理
をする必要がある．これについては ICTやAI
の進歩が急速に進んでいることからこれらの分
野の技術を援用することでより早く，より正確
に活用できるのではないかと期待する．
また，これまでも述べてきたようにアセスメ

ントにおける子どもの正しい理解がその後の支
援の鍵を握る．そのため，アセスメントを担当
する支援者の専門性向上が必要となってくる．
今後も実践研究をとおして，ICF-CYの活用
に向けた検討を実施していきたい．

謝辞

研究に協力いただいた，保護者の皆様，子ど
もたち，研究員の皆様に心より感謝申し上げま
す．

引用・文献

１）厚生労働省，「令和４年度福祉行政報告例（児童福
祉関係の一部）の概況」，２０２４，p３

２）子ども家庭庁，「こども家庭審議会障害児支援部会」
資料，２０２３，p５

３）厚生労働省，「第６回障害児通所支援に関する検討
会」参考資料１ ２０２２，p５

４）子ども家庭庁，「児童発達支援ガイドライン」，
２０２３，p５４

５）子ども家庭庁，「児童発達支援ガイドライン詳細版」，
２０２４，p３

６）厚生労働省，「我が事・丸ごと」（地域共生社会実
現本部）」，２０１７．

７）佐藤久夫，「ICF児童青年期バージョンの教育施策
への活用に関する開発的研究成果報告書」，２００８，
国立特別支援教育総合研究所，２１．

８）厚生労働大臣官房統計情報部，「ICF-CY」，２０１０，
２７-３３．

９）前掲８），３４．
１０）前掲８），３６．
１１）大豆生田啓友／三谷大紀，「最新保育小六法・資料

集２０２３」，２０２３，ミネルヴァ書房，３９７．
１２）米村美奈，「臨床ソーシャルワークにおける「態度

としての臨床」の一考察「無財の七施」を手掛か



Bulletin of Beppu University Junior College，４４（２０２５）

― ７７ ―

りに」，淑徳大学社会福祉研究所総合福祉研究，
２００３，№２６，２

１３）西尾祐吾，橘高通泰，熊谷忠和，「ソーシャルワー
クの固有性を問う－その日本的展開を目指し
て－」，２００５，晃洋書房，１８３．

１４）独立行政法人国立特別支援教育総合研究所，世界
保健機関，「ICF（国際生活機能分類）活用の試み－
障害のある子どもの支援を中心に－」，２００８，株式
会社ジアース教育社，１１９．

１５）新村出，「広辞苑－第７版－」，２０１８，岩波書店，２５８８―
２５８９．

１６）小関康之，「発達障害・学習障害児へのヒューマン
アプローチ」，１９９５，中央法規，３４．


